
（土木等一般工事、土木系機械設備工事、土木系電気設備工事）

１．入札価格の全てが調査基準価格以上の場合

　　調査は必要とせず、最低の価格で入札した業者を落札とする。

２．調査基準価格を下回る金額の入札があった場合

　①　「判断基準額」を下回った業者（ここではＡ社）は、調査対象外となり

 　　　「不落札」とする。

　②　調査を実施する場合、調査対象者は判断基準額以上で、調査基準価格を下

 　　 回る価格で入札を行った者全員（ここではＢ、Ｃ社）に、調査書類（様式

 　　 第２号から様式第１３号）の提出を求める。

　③　調査は、入札価格の低い者（Ｂ社）からすべての審査項目について審査し、

      状況に応じて事情聴取を行う。

調 査 基 準 価 格 及 び 判 断 基 準 額 の 概 要

　第３条(１)　土木系工事の場合

入札書比較価格

Ｅ社

Ｄ社

100 調査基準価格

Ｃ社

Ｂ社

98 判断基準額

Ａ社

△２％

土木等一般工事
土木系機械設備工事
土木系電気設備工事の場合

「直接工事費の10/10＋共通仮設
  費の10/10＋現場管理費の9/10
＋一般管理費の7.5/10」

調査基準価格は上記合計額から10
万未満を切り上げた価格

「調査基準価格×0.98」
　（万円未満切り捨て）
機械設備・電気設備には不適用



１．入札価格の全てが調査基準価格以上の場合
　　調査は必要とせず、最低の価格で入札した業者を落札とする。
２．調査基準価格を下回る金額の入札があった場合
　①　「判断基準額」を下回った業者（ここではＡ社）は、調査対象外となり
 　　　「不落札」とする。
　②　調査を実施する場合、調査対象者は判断基準額以上で、調査基準価格を下
 　　 回る価格で入札を行った者全員（ここではＢ、Ｃ社）に、調査書類（様式
 　　 第２号から様式第１３号）の提出を求める。
　③　調査は、入札価格の低い者（Ｂ社）からすべての審査項目について審査し、
      状況に応じて事情聴取を行う。

調 査 基 準 価 格 及 び 判 断 基 準 額 の 概 要

第３条(２)　営繕系工事　（建築工事及び機械設備・電気設備・解体工事の場合）

入札書比較価格

Ｅ社

Ｄ社

100 調査基準価格

Ｃ社

Ｂ社

98 判断基準額

Ａ社

△２％

建築工事
営繕系機械設備工事
営繕系電気設備工事
解体工事の場合

「直接工事費の10/10＋共通仮設
　費の10/10＋現場管理費の9/10＋
  一般管理費の7.5/10」

直接工事費＝直接工事費－
　　　　　　　　　　現場管理費相当額
現場管理費＝現場管理費＋
　　　　　　　　　　現場管理費相当額

調査基準価格は上記合計額から10
千円未満を切り上げた価格

※現場管理費相当額は次の額

下記を除く工事

設
計
時

現場
管理費

一般
管理費

調
査
時

一般
管理費

直接工事費×1/10

営繕系工事のうち昇降機設備工事その他の製造
部門を持つ専門工事業者を対象とした工事

直接工事費×2/10

共通
仮設費

共通
仮設費

調査基準価格

直接工事費

直接工事費－現場管理相当額
現場管理費＋

現場管理相当額

１．０ １．０ ０．９ ０．７５

9/10又は8/10 1/10又は2/10

「調査基準価格×0.98」
　（万円未満切り捨て）
 機械設備と電気設備で直接工事費
に占める機器単体費の割合が30％
以上のもの及び解体工事には不適
用


